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第１章 総 則 

 

第１条 目 的 

  この規約は、日本中古自動車販売商工組合

連合会（以下、中商連という）の会員である

各県商工組合（以下、商組という）が主催す

る中古自動車のオークション（以下、ＪＵオ

ークションという）の運営の基本的事項と関

係者の権利義務等について定めることによ

り、オークションが公正かつ円滑に実施でき

るようにし、もって、中古自動車の流通機構

の整備と適正かつ合理的な価格体系を確立

し、あわせて消費者の信用を向上させること

を目的とする。 

 

第２条 この規約の効力 

１．この規約は、ＪＵオークションを主催する

商組（以下、主催商組という）およびこれ

に参加（自動車の出品または落札）する全

ての者に適用される。 

２．商組は自己が主催するＪＵオークションの

規約（以下、商組規約という）を独自に制

定することができる。ただし、商組規約は、

古物営業法施行規則第１条の「市場規約」

たるものとする。 

３．商組規約がこの規約と抵触したときは、商

組規約で別の定めをすることができると

この規約で定めた場合を除き、この規約が

優先する。 

４．商組は、ＪＵオークションを主催するに際

し、そこでの取引には商組規約とともにこ

の規約が適用されることを参加者全員に

明示するものとする。 

５．ＪＵオークションに参加するメンバー登録

者、特別参加者（以下、オークション参加

登録者と総称する）は、この規約、運営規

程、商組規約および商組の定める細則を遵

第１章 総 則 
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守し、オークションが円滑に運営されるよ

う、主催商組に協力しなければならない。 

 

第３条 オークション運営会社への適用 

１．中商連および商組は、中商連オートオーク

ション規約にもとづいて運営することを

中商連と合意した商組以外の事業体（オー

クション運営会社という）が主催するオー

クションについてこの規約を適用する。 

２．オークション参加登録者は、オークション

運営会社主催のオークションに参加した

場合、オークション運営会社ならびに同オ

ークションの参加者との間で、この規約お

よびオークション運営会社が定めた規約

にもとづいて、権利を有し義務を負う。 

３．社団法人日本中古自動車販売協会連合会

（以下、中販連という）、中商連および商

組は、オークション運営会社がこの規約に

もとづいてオークションを運営するため

に利用する目的に限って、オークション参

加登録者の個人情報等を当該オークショ

ン運営会社に提供できるものとし、第９条

１項の利用目的明示の中にそのことをあ

わせて記載する。 

 

第４条 参加資格等 

１．ＪＵオークションに参加する者は、古物商

の許可を得、かつ、次の各号のいずれかに

該当しなくてはならない。 

① 第５条のメンバー登録を行っている

者（以下、メンバーという）。 

② 当該ＪＵオークションを主催する商

組が特に参加を承認し、第６条の特別

参加者登録を行っている者（以下、特

別参加者という）。 

２．メンバーは、所属商組以外の商組が主催す

るＪＵオークションにも参加することが

できる。 
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３．特別参加者は、参加資格を承認した商組が

主催するオークションにだけ参加できる。

ただし、会場外からの応札システムを利用

する場合は参加資格を承認した商組以外

のＪＵオークションにも参加することが

できる。 

 

第５条 メンバー登録 

１．商組の組合員は、所属商組を通じて中商連

にオークションメンバーの登録をするこ

とができる。 

２．中販連傘下単位協会の会員で商組の組合員

でない者は、当該地域の商組の承認を得た

うえ、同商組を通じて中商連にメンバー登

録の申請をすることができる。 

３．中商連は、登録申請者について第３３条２

項各号および第３５条各号に掲げた事由

の有無を調査し、登録の可否を決定する。 

４．１項および２項のメンバー登録の有効期間

は運営規程で別に定める。また、有効期間

経過後も引き続いてＪＵオークションに

参加しようとするメンバーは期間ごとに

登録更新手続をしなくてはならない。ただ

し、更新の可否については前項の規定を準

用する。 

５．商組はメンバーの登録内容に変更があった

場合は、すみやかに中商連に届け出るもの

とする。 

 

第６条 特別参加者の登録 

１．第４条１項②号の特別参加者の登録は商組

が単独で行う。 

２．商組は特別参加者の登録を行った者につい

て、すみやかに中商連に届け出るものとす

る。 

３．特別参加者の登録内容に変更があった場合

も前項と同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 メンバーの登録手続 

１．中商連オートオークション規約（以下、規

約という）第５条１項および２項のメンバ

ー登録申請ならびに同条４項のメンバー登

録の更新申請は、メンバーとなろうとする

者または更新を希望する者が所属商組また

は当該地域の商組に中商連宛の登録申請書

を提出して行う。 

２．商組は、前項の登録申請書が提出されたと

きは、登録の可否について商組の意見を付

して中商連に申請書を送付する。 

３．中商連は、メンバー登録およびメンバー登

録の更新を認めるのが相当と判断したとき

は、メンバー登録簿に申請者名を登載し、

その旨を所属商組を通じて申請者に通知す

る。 

４．メンバー登録の有効期限は２年とし、以降

２年ごとに更新するものとする。 

５．メンバーは、登録内容を変更したときは、

所属商組を通じて中商連に届け出なければ

ならない。 

 

第２条 特別参加者の登録手続 

１．規約第４条１項②号の特別参加者の登録は

商組が単独で行う。 

２．前項の手続の詳細は商組規約で定める。 

３．特別参加者は、登録内容を変更したときは、

参加資格を承認した商組を通じて中商連に

届け出なければならない。 

 

 



    
    中商連オートオークション規約       中商連オートオークション運営規程        

  

規・運－4  

第７条 登録の抹消 

１．中商連は、次の各号のいずれかの場合、前

二条の登録を抹消し、その旨を商組に通知

する。 

① 第３３条２項⑥号に基づく主催商組

からの申告があったとき。 

② 第３５条に基づき商組からの申告が

あったとき。 

③ メンバーおよび特別参加者本人から

商組を通じて申告があったとき。 

２．中商連は、前項①号の申告に基づくメンバ

ー登録の抹消をするについては、所属商組

または第５条２項の承認を与えた商組の

意見を聞くものとする。 

 

第８条 登録･更新･抹消の効力 

１．メンバーおよび特別参加者の登録およびそ

の更新ならびに登録抹消の効力は、中商連

の登録簿に登載または同登録簿から削除

したときに発生する。 

２．登録抹消の効力発生以前にオークション参

加登録者がＪＵオークションでした行為

については、なおこの規約を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 登録料・更新料 

１．メンバーおよび特別参加者の登録の申請者

および登録の更新申請者は、登録申請書ま

たは更新申請書を提出する際、次の各号の

商組を通じて中商連に登録料または更新料

を納付しなければならない。 

  ①メンバーは所属商組。 

  ②特別参加者は参加を承認した商組。 

２．登録料および更新料の額は中商連の流通委

員会の答申に基づき中商連理事長が定め

る。 

３．登録料および更新料は、登録または登録の

更新がされた後は返還しない。 

 

第４条 メンバーカード 

１．中販連はメンバーに対してメンバーカード

（古物営業施行規則第１２条第１項の規定

にもとづき行商従業者証として承認された

もの）を発行する。 

２．メンバーカードは有料とする。 

３．メンバーは、直接オークション会場でオー

クションに参加するときは常にメンバーカ

ードを携行し、主催商組が求めたときはこ
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第９条 個人情報等の保護 

１．中商連および商組は、ＪＵオークションの

運営・管理に際してオークション参加登録

者の個人情報ならびに企業情報（以下、個

人情報等という）を取得する場合、この規

約、運営規程ならびに商組規約で定めたＪ

Ｕオークションの実施に必要な範囲で利

用する旨の利用目的を明示する。 

２．前項の個人情報等の取得ならびに利用に

は、中販連がＪＵオークションの実施のた

めにオークション参加登録者の個人情報

等を取得し、中販連自らが利用し、中商連

および商組にこれを提供することが含ま

れるものとし、中販連、中商連および商組

れを提示しなければならない（主催商組は

メンバーカードを提示しないメンバーのオ

ークションへの参加を拒否することができ

る）。 

４．メンバー登録を抹消された者は、ただちに、

メンバー登録された当時の所属商組を通じ

て中販連にメンバーカードを返還しなけれ

ばならない。 

 

第５条 特別参加者カード 

１．主催商組は、特別参加者に対して特別参加

者カードを発行する。 

２．特別参加者カードは有料とする。 

 ３．特別参加者は、直接オークション会場でオ

ークションに参加するときは、常に特別参

加者カードを携行し、主催商組が求めたと

きはこれを提示しなければならない（主催

商組は特別参加者カードを提示しない特別

参加者のオークションの参加を拒否するこ

とができる）。 

 ４．特別参加者登録を抹消された者は、ただち

に、主催商組に特別参加者カードを返還し

なければならない。 
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は前項の利用目的明示の中にそのことを

あわせて記載する。 

３．中販連、中商連および商組は、前二項の目

的の範囲に限って個人情報等を利用しな

くてはならない。 

４．中販連、中商連および商組は、個人情報保

護法の規定を遵守しつつ取得した個人情

報等を管理しなくてはならない。 

 

第１０条 定 義 

この規約において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

① 自動車： 

 道路運送車両法第２条２項に規定する

自動車をいい、新車、中古車のほか並行

輸入車、特種･特殊車および二輪車（た

だし、道路運送車両法第２条３項に規定

する原動機付自転車を除く）を含むもの

とする。 

② 落札自動車の書類： 

 登録名義移転または新規登録等、落札者

の権利保全のための登録手続に必要な

譲渡証、現登録名義人の印鑑証明書およ

び委任状等の書類を総称する。 

③ 落札代金等： 

落札された自動車の車両代金、当該自動

車の車検の残存期間がある場合の当該

年度末までの自動車税、落札自動車の取

得にともなって買主が売主に対して負

担すべきその他の全ての債務、落札料お

よび落札者が落札にともなって主催商

組に対して負担すべきその他の全ての

債務を総称する。 

④ 自動車税等： 

ａ．自動車税とは地方税法第１４５条以下

に規定された自動車税のほか、同一年

度内に取引された場合に発生する当該

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 出品自動車に関する用語 

この規程においては、規約で用いられた用語

はそのままの意義で用い、それ以外の次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

① 改造車： 

別表Ⅰに掲げる事項のいずれかに変更が加

えられたもの、その他これに類する自動車を

いう。 

 

別表Ⅰ「改造車」（運営規程第 6条①号） 

次のａ～i のいずれかに変更を加えた自動車をい

う。 

ａ．車台番号 

ｂ．原動機の型式（エンジンの積み替え） 

ｃ．排気量（ボアアップ） 

ｄ．定員（シート数の変更） 

ｅ．重量（バンパーの取り替え、その他） 

ｆ．長さ（ロングノーズ、その他） 

ｇ．幅（オーバーフェンダー等） 

ｈ．高さ（車高落し、車高上げ） 

ｉ．その他所轄官庁の許可する改造 

 

 

② 修復歴車： 

過去に交通事故その他の災害により、車

体の骨格部位を損傷し、「修正」あるい

は部品「交換」により修復したもので、

別表Ⅱに掲げる事項のいずれかに該当

する自動車をいう。 
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年度末までの自動車税引継ぎ分相当額

を総称する。 

ｂ．軽自動車税とは、同法第４４２条以下

に規定された軽自動車税をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１条 データ（出品自動車情報等）の知的所 

有権 

  出品自動車に関する主催商組保有のデータ

（車両状態、画像、価格等）の知的所有権は主

催商組に帰属し、主催商組の許可なく落札者を

含む第三者がこれを使用することができない。 

 

 

 

別表Ⅱ「修復歴車」（運営規程第 6条②号） 

次のａ～ｃのいずれかに該当するものを修復歴車とす

る。 

ａ．下記部位の交換あるいは修正・補修したもの。 

1 ｸﾛｽﾒﾝﾊﾞｰ (ﾌﾛﾝﾄ･ﾘｱ) 

2 
ｻｲﾄﾞﾒﾝﾊﾞｰ (ﾌﾛﾝﾄ･ﾘｱ) 

［ﾌﾛﾝﾄはｺｱｻﾎﾟｰﾄより後ろに位置する部分のみ］ 

3 

ｲﾝｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾛﾝﾄ) 

［ｺｱｻﾎﾟｰﾄより後ろに位置する部分のみ］ 

ﾀﾞｯｼｭﾊﾟﾈﾙ 

4 ﾋﾟﾗｰ (ﾌﾛﾝﾄ･ｾﾝﾀｰ･ﾘｱ) 

5 ﾙｰﾌ 

6 
ｾﾝﾀｰﾌﾛｱﾊﾟﾈﾙ 

ﾌﾛｱｻｲﾄﾞﾒﾝﾊﾞｰ 

7 ﾘｱﾌﾛｱ (ﾄﾗﾝｸﾌﾛｱ) 

8 ﾗｼﾞｴｰﾀｰｺｱｻﾎﾟｰﾄ 

・未修復の「現状車」も同様の判定基準を適用する。 

・ただし、骨格は溶接接合されている部位（部分）の

みとし、ネジ止め部位（部分）は骨格としない。 

ｂ．交換・修正した状態が不明瞭で、修復の疑いの

あるもの。 

ｃ．日本オートオークション協議会の修復歴判定基

準により定めるもの。 

 

 

③ 冠水車： 

  集中豪雨や洪水などにより、室内フロア

以上に浸水したもの、またはその痕跡に

より商品価値の下落が見込まれるもの。 

冠水車の判定は、日本自動車査定協会の

基準を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    中商連オートオークション規約       中商連オートオークション運営規程        

  

規・運－8  

第２章 オークション 

 

第１２条 基本的仕組み 

１．ＪＵオークションは、オークション参加登

録者が出品者または応札者として参加し

て、競り売り（手競りまたは機械競り）に

よって自動車の売買をする方法で行う。 

２．出品者および落札者は、この規約または商

組規約で定められた期間内に、主催商組を

通じて、自動車の授受、落札自動車の書類

の交付および落札代金等の決済をする。 

 

第１３条 取引条件等の設定 

商組は、商組規約ならびに商組規約の範囲で

定める商組の細則により、オークション参加登

録者に対して自己が主催するＪＵオークショ

ンにおける取引につき、第２０条から第２３条

と異なる条件あるいは取引限度額を設定し、も

しくはこれらを変更することができる。 

 

第１４条 参加手続と参加制限 

１．ＪＵオークションで出品または応札をしよ

うとするオークション参加登録者（以下、

オークション参加者という）は、オークシ

ョン当日主催商組の定める手続を行わな

ければならない。 

２．主催商組は、商組の定款等に違反する行為

をし、もしくは法令違反または自動車公正

競争規約に違反する行為をしたオークシ

ョン参加登録者の出品および応札等を制

限することができる。 

 

第１５条 出 品 

 １．ＪＵオークションに出品する自動車は、

車両保安基準に適合でき、直ちに登録名

義の移転または新規登録が可能な車両で

あるほか、この規約または商組規約に基

第２章 オークション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 出品手続 

１．出品は、主催商組が定めた時間、場所に、

出品者が出品自動車を搬入し、出品申込書

を主催商組に提出して行う。 

２．出品者は、主催商組が相当と認めないかぎ
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づいて別に定める条件を満たすものとす

る。 

２．出品者は、出品に先立ち、自己の責任にお

いて出品する自動車の検査･点検を行い、

その品質・性能・瑕疵について主催商組

に誠実に申告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り出品手続を取消すことはできない。 

 

 

 

 

 

 

第８条 出品自動車の条件 

１．出品自動車は別表Ⅲに掲げる条件を満たす

ものであることを原則とする。 

 

別表Ⅲ「出品自動車の条件」（運営規程第８条１項） 

出品自動車は次の条件を備えていることを原則と

する。 

①自走可能であり、バッテリー、デフ、ミッショ

ン、エンジンにトラブルのないこと。 

②車両保安基準に適合し得るものであること。 

③改造車の場合には、その改造について所轄官庁

の改造許可済みであること。 

④車検付き自動車の場合は、自動車損害賠償責任

保険（自賠責保険）が付されていること。 

⑤規約第２３条３項に定める期間内に登録名義

の移転等の手続が可能なもの。 

⑥出品者が走行距離計の改ざんを行った自動車

でないこと。 

⑦正常に使用できる附属品（スペアタイヤ、クリ

ップレンチ、ジャッキ）が添付されていること。 

 

 

２．商組は、商組規約または商組の細則で前項

以外の出品自動車の条件を定めることがで

きる。 

３．主催商組は、前二項に定めた条件を満たさ

ない自動車についても、相当と判断したと

きは出品を認めることができる。 

 

第９条 出品申込書の記入 

１．出品者は、出品申込書に、第８条に定めた

事項を含めて必要事項を洩れなく、かつ、

正確に記載しなくてはならない。なお、虚

偽記入、誤記入、記入漏れ等があったとき

は、すべて出品者の責任に帰するものとす

る。 

２．出品者は、出品自動車の走行距離数の記入
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にあたっては、出品時の走行距離計に示さ

れたキロ数を記入する。 

３．出品者は、走行距離計の交換もしくは改ざ

んが明白な場合には、次の各号に定めると

ころにより、出品申込書にそのことを記載

しなければならない。 

① 走行距離計を交換した自動車： 

認証工場または指定工場で走行距離計

が交換されたことを証する記録簿等の

書面がある自動車は、走行距離記入欄

に、交換時の距離数と現在の距離数を合

算した距離数を記入し、メーター交換車

を表す「＄」マークを付記するとともに、

注意事項記入欄に「メーター交換車」の

文言および交換を行った日付、交換時の

走行距離数を記載する。 

  なお、走行距離計の交換が証明できない

場合は、3 項②号の「改ざん車」として

取り扱うものとする。 

② 走行距離計の改ざんが明白な自動車： 

過去の記録簿等により走行距離計の改

ざんが確認できる自動車は、走行距離記

入欄に、走行距離計が示す距離数を記入

し、メーター改ざん車を表す「＊」マー

クを付記するとともに、注意事項記入欄

に「メーター改ざん車」の文言と記録簿

等により判明した改ざん前の距離数を

記載する。 

４．出品者は、前項各号以外で、過去の記録簿

等がなく、実走行と判断できない自動車は、

走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離

数を記入し、走行不明を表す「＃」マーク

を付記するとともに、注意事項記入欄に「走

行不明車」の文言を記載する。  

５．出品申込書に虚偽記入または記入の誤りがあ

ったときは、主催商組は、事案の内容に応

じて、規約第３３条２項の制裁を出品者に

対して課する。 



    
    中商連オートオークション規約       中商連オートオークション運営規程        

  

規・運－11  

第１６条 商組の保管義務 

１．主催商組は、この規約および運営規程に定

める範囲内で、出品された自動車および

落札自動車を、善良な管理者の注意をも

って保管する。 

２．主催商組に出品された自動車（落札された

自動車を含む）について、自然災害（地

震・台風・水害・雹害等）等の事由によ

って、自動車に損害が生じた場合、主催

商組は損害賠償の責任を負わないものと

する。 

 

第１７条 出品自動車の評価と検査 

１．主催商組は、自己が主催するＪＵオークシ

ョンに出品された自動車について、検査

員に品質評価をさせ、その結果をオーク

ション参加者全員に公表する。 

２．主催商組は、中商連が認定した検査員によ

り、前項の評価をするのに必要な限度で

出品自動車の検査をする。 

３．前二項の検査員による評価と検査は、出品

自動車の内外装の状態および事故修復歴

の有無の確認等に限って行い、機関、機

構等走行上の機能の状態については対象

としない。 

４．１項の品質評価については、運営規程で別

に基準を定める。 

５．主催商組が行う品質評価およびその結果の

公表にかかわらず、出品者および落札者

は、オークション売買における出品自動

車の品質評価を自己の責任において行う

ものとし、これについて主催商組および

検査員に対し一切の責任を問えないもの

とする（この品質評価は、オークション

の参考資料を提供するものであって、主

催商組が当該自動車の品質保証をするも

のではない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条 出品自動車の評価基準 

１．主催商組の検査員が行う出品自動車の検

査・評価は別表Ⅳのとおりとする。 

 

別表Ⅳ.「出品自動車の評価基準」（運営規程第１０

条１項～２項） 

１．点数による評価基準 

①Ｓ点の評価基準：②の条件を満たしたもので、初

年度登録後の経過月数が１２ヵ月以内であり、走

行距離は１００００㎞までのもの。 

②６点の評価基準：原則として次の項目を満足させ

るもの。  

ａ．内装、外装とも無傷同様であること。 

ｂ．初年度登録後の経過月数が３６ヵ月までであ

ること。 

ｃ．走行キロ数が３００００㎞までであること。 

ｄ．事故修理跡、損傷減価要因、改造工作がない

こと。 

③６点未満の評価基準：②の条件を満たさないもの

について、状態に応じて評点する。 

２．「Ｒ」マークの表示 

別表Ⅱに記載された修復歴のあるもの、またはそ

の疑いがあり、出品申込書にその記載がない出品

自動車に付する。 

 

 

２．検査員は、別表Ⅱに記載された修復歴のあ

るものまたはその疑いがあり、出品申込書

にその旨の記載がない出品自動車について

は、前項の評価点は付さず、該当欄に「Ｒ」

と表示する。 
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第１８条 成 約（売買契約の成立時期） 

オークションでの自動車の売買契約は、競り

売りにおいて落札が決定したとき、その落札価

格でその応札者と出品者との間で成立する。 

 

 

第１９条 商 談 

１．オークション参加者は、オークションによ

り落札されなかった自動車の購入を希望

する場合は、主催商組の定める受付期間内

に所定の手続により、商談による購入を主

催商組に申し込むことができる。ただし、

この申込みは撤回できない。 

２．商談による契約の成立時期は、出品者と購

入希望者が商談において合意に達した価

格について主催商組が｢商談成立｣の確認

をした時点とする。 

３．商談により契約が成立した場合、主催商組

は出品者および購入（落札）者から第２６

条に定める手数料を徴収する。 

４．商談により契約が成立した自動車の引き渡

し、代金決済、書類の交付ならびに登録名

義の変更その他諸手続については、オーク

ションにより自動車が落札された場合と

同一に取り扱う。 

第１１条 最低落札希望価格 

１．出品者は、出品自動車について、最低落札

希望価格（希望価格）を指定することがで

きる。 

２．希望価格は、出品と同時に出品申込書にそ

の旨を記載して、または当該自動車のオー

クション開始までに主催商組の定める様式

により、出品者が主催商組に申し出て行う。 

３．希望価格の指定がある場合でも、商組規約

で定めたときは、出品者の同意がなくとも、

主催商組は希望価格以下の価格で落札させ

ることができる。 

 

第１２条 落札の決定 

１．手競りの場合、競り人（オークショニア）

が落札をコールしたとき、落札が決定する。 

２．機械競りの場合、落札決定ランプが点灯し

たとき、落札が決定する。 
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第２０条 落札自動車の引渡しと落札者の検収 

義務 

１．落札者は、運営規程に定める手続をしたう

え、主催商組から落札した自動車の引渡し

を受けることができる。 

２．前項にかかわらず、次のいずれかの場合、

主催商組は、落札代金等を決済後に落札自

動車を落札者に引き渡す旨の取り扱いを

する。ただし、落札者の従前のオークショ

ンでの落札代金等の決済状況が順調であ

る場合にはこの限りではない。 

① 商組規約によって取引制限されてい

る者が落札した場合。 

② 落札者が中商連または他商組から出

品または落札制限を受けている場合。 

③ 前二号のほか、落札者の落札代金の決

済について当該商組が不安を抱く合

理的な理由がある場合。 

３．落札者は、落札自動車の引渡しを受けた後、

主催商組の定めた期間内にその検収をし

なければならない。 

 

第２１条 商組の代金立替払 

１．主催商組は、出品者が落札自動車の書類を

提出することを条件に 、落札者に代わっ

て、落札代金等を出品者に対して立替払す

る。ただし、この立替払の期限は、商組規

約で定める。 

２．前項の立替払金の返済については、落札者

から主催商組に払い込まれる決済金が自

動的に充当される。 

３．次のいずれかの場合、主催商組は１項の規

定にかかわらず、出品者に対する落札代金

の立替払をせず、落札者からの入金後に代

金を支払うことができる。 

① 落札者が落札自動車の搬出制限を受

けている場合。 

② 落札自動車が、オークション取引にお

第１３条 落札自動車引渡しの手続 

１．落札者は、主催商組が定める期間内に所定

の手続を完了したうえ、主催商組から落札

自動車を引取るものとする。 

  ２．落札者が、主催商組の定める期間内に落札

自動車を引き取らないときは、主催商組は

商組規約で定める措置をとることができ

る。 
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ける通常の落札代金額より著しく高

額と主催商組が判断した場合。 

③ 出品自動車の成約台数および成約金

額の合計額が、当該出品者の通常の出

品および成約状況に比べて不自然に

大きいと主催商組が判断した場合。 

④ 不正な取引（サクラ行為等による落札

金額の不当な吊り上げ、通謀しての架

空取引等）との疑いを主催商組が抱い

た場合。 

⑤ 商談による取引の場合。 

⑥ 前各号のほか、出品者への落札代金の

立替払について当該商組が不安を抱

く合理的な理由がある場合。 

 

第２２条 落札者の代金決済 

１．落札者は、落札代金等を主催商組に決済し

なければならない。 

２．落札代金等の決済期間は、落札日を含む７

日以内とする。 

３．落札者は、落札自動車に対するクレームの

有無にかかわらず、前項の期間内に、落札

代金等を主催商組に払い込んでこれを決

済しなければならない。 

４．本条２項の期間計算には、期間中の日曜日

および祝祭日を参入する。かつ、最終日が

それらの日または金融機関の休日に当た

るときは、その前の営業日を最終期限とす

る。 

  

第２３条 書類の交付 

１．出品者は、落札日を含む１０日以内に、落

札自動車の書類を主催商組に交付しなけ

ればならない。ただし、この書類交付期限

は第２１条１項の原則のもと商組規約に

よって、１日に限り短縮または延長するこ

とができる。 

２．主催商組は、第２２条に従って落札代金等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条 出品者の書類の提出 

１．出品者は落札自動車の書類を主催商組に提

出する。 

２．前項の書類に添付される現登録名義人の印

鑑証明書等は、次の条件を満たすものとす

る。 

① 委任状は、オークション開催日の翌月末

までの有効期限を有するものとする。 
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の払い込みを受けた後すみやかに、前項

の書類を落札者に交付する。 

３．落札者は、主催商組から前項の書類の交付

を受けたときは、その日から１５日以内

に、落札自動車の登録名義の移転等を完

了するものとする。ただし、この移転登

録等の完了期日は、商組規約によってオ

ークション開催日の翌月末まで延長する

ことができる。 

４．１項の期間計算には、期間中の日曜日およ

び祝祭日を参入する。かつ、最終日が主

催商組の休業日に当たるときは、その翌

営業日を最終期限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 印鑑証明書はオークション開催日の翌

月末から遡って3ヵ月以内に発行された

ものとする。 

３．前項の印鑑証明書等の有効期限および発行

日の期限について、商組規約で別の定めを

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５条 落札者への書類の送付 

規約第２３条に基づく主催商組の落札者への

書類送付は、中商連または主催商組に登録され

ている落札者の住所宛に発送すれば足りるもの

とする。 

 

第１６条 登録名義の変更 

１．落札者は、落札自動車について登録名義の

変更等がされたときは、すみやかにその登

録証の写を主催商組に送付する。 

２．規約第２３条２項によって落札者に交付さ

れた印鑑証明書等の期限がその後に経過し

た場合、落札者は、主催商組を介して事態

の解決を図るように努めるものとする。た

だし、落札自動車の登録書類の差し替えに

必要な費用については、落札者が負担する。 

 

第１７条 流札自動車の引取り 

１．出品者は、商組の定める期間内に、オーク

ションで落札されなかった出品自動車（流

札自動車）を自己の費用で引き取るものと

する。 

２．出品者は、前項の自動車引取りの際、主催

商組の定める手続を完了しなければならな
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第２４条 落札自動車の所有権 

１．落札自動車の所有権は、落札者が落札代金

等を主催商組に払い込んだとき、出品者か

ら落札者に移転する。 

２．落札者が第２２条２項の期間内に落札代金

等を主催商組に払い込まなかったときは、

第２１条１項の立替払をした主催商組は、

落札者に通知して落札自動車の所有権を

取得することができる。ただし、この通知

は発信のみで効力を生じる。この場合、落

札者は、主催商組が落札自動車を他に処分

するまでの間、落札代金等を主催商組に払

い込んで落札自動車の所有権を主催商組

から取得することができる。 

 

第２５条 落札自動車の自動車税等 

１．落札された自動車の自動車税は、当該オー

クションが開催された月の分までは出品

者の、翌月以降の分は落札者の、それぞれ

負担とする。 

２．落札された自動車が軽自動車の場合、オー

クション開催年度内の軽自動車税を出品

者の負担とする。ただし、年度末に開催す

るオークションでの翌年度の軽自動車税

い。  

  ３．主催商組は出品者が、１項の期間を過ぎて

も流札自動車を引き取らない場合、商組規

約で定める対応を行うものとする。 

 

第１８条 主催商組の義務の免除 

１．主催商組は第１３条１項または第１７条１

項の時間経過後にオークション場に残され

た自動車の保管および引渡しの義務を負わ

ない。 

２．主催商組は、第１５条に従って書類を発送

したときは、以後、書類保管および引渡し

義務を免れる。 
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の負担の取扱については主催商組で定め

るところによる。 

３．第２４条２項の規定によって主催商組が落

札自動車の所有権を取得した場合でも、落

札者は、その自動車を主催商組に引き渡す

までは、なお前項による自動車税を負担す

る。 

 

第２６条 手数料 

１．出品者は、出品料を主催商組に支払う。 

２. 出品者は、出品自動車の成約があった場

合、成約料を主催商組に支払う。 

３．落札者は、落札料を主催商組に支払う。 

４．前三項の手数料は理由のいかんにかかわ 

らず返還されない。 

５．出品料、成約料および落札料の額は商組規

約または商組の細則で定める。 

６．主催商組は、商組規約により、手数料につ

いて別の定めをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９条 手数料の決定と改定 

１．出品料、成約料および落札料の額は、各主

催商組が定める。 

２．各主催商組は、経済事情の変動、その他一

切の事情を考慮して、出品料、成約料およ

び落札料を適宜改定することができる。 
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第３章 クレーム処理 

 

第２７条 クレーム申立 

１．出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入洩

れ等、落札自動車の実態と出品にあたっ

て出品者が行った申告に相違があった場

合、落札者は、運営規程で定めるところ

に従って、主催商組に対しクレームの申

立をすることができる。 

２．前項のクレーム申立ができる期間は、ク

レーム事項の種類ごとに運営規程で定め

る。 

３．クレーム申立は、第２４条によって落札

自動車の所有権がだれに帰属していて

も、落札者が出品者を相手としてなされ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 クレーム処理 

 

第２０条 クレーム申立期間 

１．クレーム申立期間は別表Ⅴのとおりとす

る。 

２．商組は、商組規約で別表Ⅴ．1．⑤号に定

めるクレーム申立について、クレーム事項

の種類ごとに、別に申立期間を定めてクレ

ーム申立を受け付けることができる。 

３．別表Ⅴのクレーム申立期間の期間計算には

落札日当日を参入する。また、期間中の日

曜日および祝祭日も期間計算に含まれる

ものとする。なお、クレーム申立期間内に

祝祭日が続き、または年末年始、盆休み等

商組の休日が続く場合には、商組は例外的

にクレームの種類を定めて申立期日を設

定することができる。 

 

 

別表Ⅴ．クレーム申立期間 

（運営規程第２０条１項～２項） 

１．期間の定めがある申立 

 クレーム項目 申立期間 

① 内装または外装

についてのクレ

ームおよび商談

により落札した

自動車について

のクレーム 

原則としてクレームを受

け付けない。 

ただし、出品申込書の記載

事項と相違している場合

等主催商組が相当と認め

たときは、運営規程第２０

条２項の規定を準用する。 

② 車検証の記載事

項と出品申込書

の記載事項が異

なる場合のクレ

ーム 

主催商組より書類を発送

後７日間 

③ 走行距離計の改

ざんが判明した

ことを理由とす

るクレーム 

オークション当日から６

ヵ月間 

ただし、車検証、整備記録

簿等商組から送付した書

類から判明する場合は、主

催商組から書類発送後１

ヵ月以内 

④ 『冠水車』また

は車両保安基準

に適合し得ない

自動車（接合車）

オークション当日から３ヵ

月間 



    
    中商連オートオークション規約       中商連オートオークション運営規程        

  

規・運－19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８条 クレーム裁定 

１．クレーム申立があったときは、主催商組

が裁定する。 

２．前項の裁定の種類は次のとおりとし、裁

定の基準等は運営規程で定める。 

① 申立却下。 

② 売買契約の解約。 

③ 落札代金の減額。 

④ その他の処置（①から③との併用も

可とする）。 

３．主催商組は、商組規約により、運営規程

に反しない範囲で前項とは別の裁定の種

類および裁定の基準を定めることができ

る。 

 

 

 

 

であることを理

由とするクレー

ム 

⑤ ①～④号以外の

事由によるクレ

ーム 

オークション当日から５

日間 

 
 

２．期間の定めがない申立 

① 盗難車であることを理由とするクレーム 

② 出品者による走行距離計の改ざんを理由とす

るクレーム 

③ 「＄」（交換）、「＊」（改ざん）マークが付さ

れた自動車について、第９条３項各号に規定

する出品申込書記載事項に虚偽を記入したこ

とを理由とするクレーム 

④ 所有権移転に法的問題があることを理由とす

るクレーム  
 

 

第２１条 クレーム申立の方式 

クレーム申立は、申立人が主催商組に口頭

で、または書面を提出して行う。ただし、主

催商組は申立人に申立理由を説明する書面

の提出および落札自動車の提示を命じるこ

とができる。 

 

第２２条 クレームに対する裁定 

１．第２１条のクレーム申立を受けた主催商組

は、クレーム事由が事実であった事が判明

した場合、クレームは理由あるものとし

て、出品者に規約第２８条２項に定める処

置を命じる裁定を下し、落札者は主催商組

の裁定に従うものとする。 

２．前項の裁定の内容は、おおむね別表Ⅵの基

準で下されるものとする。 

３．主催商組は、走行メーターの改ざんを理由

とする落札者からのクレーム申立があり、

改ざんの事実があると判定したときは、申

立期間を経過していて申立が受領しない

場合、もしくはクレーム申立を却下する場

合でも、改ざん者の特定ならびにその者に

対する損害賠償の請求について、落札者に

協力するものとする。 
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別表Ⅵ．クレーム裁定の基準（運営規程第２２条２項） 

１．申立却下： 

①クレーム事由が存在しないとき。 

②当該申立時にはクレーム申立期間が経過して

いるとき。 

２．売買契約の解約： 

   次のａ～ｄのいずれかの事由があるか、その疑

いが強いにもかかわらず、その旨が出品申込書

の所定欄に明記されていない場合。 

ａ．第２０条別表Ⅴの１項③号および 2項各号の

クレーム事由が事実であった事が判明した

場合。 

ｂ．出品申込書に記載された年式、型式等の重要

な事項と車検証の表示との不一致。 

ｃ．「冠水車」、「改造車」または「修復歴車」で

あること。 

ｄ．その他、出品自動車の品質状態を故意に偽っ

て出品申込書に表示した場合。 

３．落札代金の減額： 

   次のａ～ｅのいずれかの事由があることによ

って修理費用を要するか、当該自動車の価格が

落札代金を下回ると認められる場合、その修理

費用相当額または価値下落額を落札代金額か

ら減額する。 

ａ．出品申込書に記載されていない内装・外装の

クレーム。ただし、主催商組が相当と認めた

ときに限る。 

ｂ．2 項ｂ号以外の部分で出品申込書の記載内容

が車検証の表示と一致しない場合。 

ｃ．機関、機構の状態が出品申込書の記載と相違

する場合。 

ｄ．装備品が出品申込書の記載と相違する場合。 

ｅ．その他、出品自動車の品質状態が出品申込書

の表示と相違する場合。 

４．その他の処置： 

①２項の売買契約の解約の裁定をする場合、あわ

せて、次の費用の全部または一部を落札者に支

払うよう、出品者に命じることができる。 

ａ．落札自動車の陸送費用。 

ｂ．車両状態確認のために要した費用。 

ｃ．加修に要した費用のうち社会通念上当然と思

われる範囲の金額で商組が認めたもの。 

ｄ．落札者が支払った落札料。 

②２項、３項、４項の裁定をする場合、さらにあ

わせて、落札者に対する謝罪の意思を表示させ

るのに相当と思われる金額の支払いを命じる

ことができる。 

③盗難車等の理由で第三者から落札自動車を回

収され、もしくはその使用・処分が制約され

たときは、落札者の正当な損害の全額を賠償

するよう、出品者に命じることができる。 
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第２９条 同意によるクレーム裁定 

主催商組は、出品者落札者双方の意見が一

致するときは、第２８条２項各号とは別の、

ペナルティー支払い命令によるキャンセル

の容認等その他の裁定をすることができる。 

 

第３０条 クレーム裁定の尊重 

１．ＪＵオークションでのクレームについて

は、オークション参加者は、第２８条に

定めたクレーム裁定以前に、訴訟提起、

中商連への異議申立をし得ないものとす

る。 

２．クレーム当事者は、第２８条によるクレー

ム裁定が著しく不合理なものである場合

を除き、当該クレーム事項に関して、訴

訟提起、中商連への異議申立をし得ない

ものとする。 
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第４章 立替払い金の清算 

 

第３１条 立替払い金の請求 

落札者が第２２条２項の期間内に、落札代

金等の決済をしない場合、主催商組は第２１

条１項の立替払金をただちに落札者に請求

する。ただし、主催商組は、決済遅延を理由

として、別に第３３条２項⑤号の制裁金を落

札者に課すことができる。 

 

第３２条 落札自動車の処分と清算 

１．主催商組は、第２４条２項によって所有権

を取得した自動車を落札者から取り戻し、

これを他に処分してその代金を第２１条

１項の立替払金および第３３条２項⑤号

の制裁金に充てることができる。 

２．前項の充当によっても不足が生じたとき

は、主催商組は、残額を落札者に請求する

ことができる。 

３．落札者は、１項の処分代金が第２１条１項

の立替払金および第３３条２項⑤号の制

裁金の合計額を上回る場合でも、主催商組

に差額の清算を請求することはできない。 
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第５章 制裁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３３条 制裁の裁定 

１．主催商組は、この規約、運営規程、商組規

約または商組の定める細則に違反したオ

ークション参加者に対し、第２８条のク

レーム裁定とは別に、制裁を課すること

ができる。 

２．制裁の種類は次のとおりとする。 

① 始末書の提出。 

② 戒告。 

③ 期間または回数を定めての参加停止。 

④ 無期限の参加禁止。 

⑤ 制裁金の支払。 

⑥ メンバー登録および特別参加者の登

録の抹消。 

３．制裁裁定の基準および手続については、運

営規程、商組規約および商組の定める細則

で別に定める。 

 

 

 

 

 

 

第４章 制裁        

 

第２３条 手 続 

１．主催商組は、オークション参加者に規約、

運営規程、商組規約または商組細則に違反

する行為があった疑いを持ったときは、そ

の者に制裁を課すかどうかをいつでも審

議することができる。 

２．主催商組は、前項の審議に際し、当該オー

クション参加者に口頭または書面による

釈明の機会を与えなくてはならない。ただ

し、その者が釈明の機会を放棄したときは

この限りではない。 

 

第２４条 制裁の裁定 

１．主催商組は、オークション参加者に規約、

運営規程、商組規約または商組細則に違反

する行為があったと認めたときは、その者

に規約第３３条２項に定める制裁を課す

る。 

２．前項の裁定の内容は、おおむね別表Ⅶの基

準によるものとする。 

 

別表Ⅶ．制裁裁定の基準（運営規程第２４条２項） 

１．始末書の提出： 

軽微なルール違反者に対して課する。 

２．戒 告： 

   故意に出品申込書に事実と異なる記載（ただ

し、３項および４項の場合を除く）をした者等

に対して課する。 

３．期間または回数を定めての参加停止： 

   次のａ～ｇのいずれかに該当する者に課する。 

ａ．規約第２３条１項の期間内に同条項の書類を

主催商組に提出しない出品者。 

ｂ．規約第２２条２項の期間内に落札代金を決済

しない落札者。 

ｃ．走行距離計の走行距離数が実際の走行距離数

と異なっている疑いがあったにもかかわらず、

第９条４項どおりの記入をしなかった者。 

ｄ．メンバーカード及び特別参加者カードを他者

に貸与して使用させた者。 

ｅ．オークション会場内での暴言および暴力行為

等によりオークションの円滑な運営を妨げた

者。 
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第３４条 制裁裁定の尊重     

オークション参加者は、オークション主催

商組が行う制裁裁定が著しく不合理なもの

である場合を除き、当該制裁裁定に関して訴

訟提起、中商連への異議申立をし得ないもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．中商連に届けられている落札代金等の延滞

者、および過去に延滞行為を繰り返し行った

者。 

ｇ．過去に１項または２項の制裁を２回以上課さ

れているのに同種違反を繰り返す者。 

４．無期限の参加停止： 

次のａ～ｄのいずれかに該当する者に課する。 

ａ．出品者が自ら走行距離計を改ざん（走行距離

計の交換を含む）したにもかかわらず、もしく

は改ざんの事実が明白であったにもかかわら

ず、第９条３項各号に規定されたとおりの記入

をしなかった者。 

ｂ．オークション会場内で、主催商組またはオー

クション参加者を誹謗した者および暴力行為

によりオークション参加者等を傷付けまたは

会場内の設備等を破損させ、主催商組の信用を

著しく損なう行為をした者。 

ｃ．中商連に届けられている落札代金等の延滞

者、および過去に延滞行為を繰り返し行った

者。 

ｄ．過去に３項の制裁を１回以上受けているのに

同種違反を繰り返す者。 

５．メンバー登録の抹消および特別参加者としての

登録の抹消： 

次の a、b、cのいずれかに該当する者に課する。 

ａ．４項の違反を繰り返した者。 

ｂ．ＪＵオークションの信用を著しく損なう行為

をした者。 

ｃ．自社で走行距離の改ざんを行った者。 

６．制裁金： 

１項から５項までの事由を犯した者に対して、

単独で、または各項の制裁と併せて課する。た

だし、商組は、制裁金の額の基準をあらかじめ

定めておくことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５条 制裁の公表     

１．主催商組は、規約第３３条２項③号から⑥

号のいずれかの制裁を課したときは、制裁

を受けたオークション参加者名と制裁の

事由を中商連に遅滞なく通知する。 

２．中商連は、前項の通知を受けたときは制裁
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を課されたオークション参加者名と制裁

の事由を適当な方法で商組およびオーク

ション参加者に公表することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    中商連オートオークション規約       中商連オートオークション運営規程        

  

規・運－26  

第６章 登録抹消の申告 

 

第３５条 商組による登録抹消の申告 

商組は、メンバーおよび特別参加者につ

いて次の事由の一つが生じたときは、中商

連に対してその者の登録抹消の申告をする

ものとする。 

① メンバーが所属商組また所属協会を

脱退し、もしくは除名されたとき。 

② 特別参加者が参加を承認した商組に

対し参加資格を返還し、商組が登録抹

消したとき。 

③ メンバーおよび特別参加者が倒産し

たとき。 

④ ＪＵオークションの運営を著しく妨

げる行為をしたとき。 
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第７章 雑 則 

 

第３６条 情報の交換 

１．主催商組は、相場情報その他、ＪＵオーク

ションの円滑な実施に有益な情報ならび

に主催オークションで発生した支払遅延

事故、落札自動車の書類不交付事故その

他、ＪＵオークションの円滑な実施の妨

げとなる事項についての情報（関係者の

氏名等を含む）を中商連および他商組に

すみやかに提供する。 

２．中商連は、機関紙･誌への掲載、個別の通

信その他の方法により、ＪＵオークショ

ンの円滑な実施に必要な情報を各商組に

すみやかに提供するものとする。 

 

第３７条 規程の制定 

中商連の理事長は、中商連の流通委員会の答

申に基づき、この規約の実施のための運営規程

を定めることができる。 

１．落札者の倒産等により、第２２条の落札代

金の決済が履行されず決済事故となった

場合、あるいは、落札自動車の書類不交付

事故により損害が発生した場合等にオー

クション主催商組の損害金に充当するた

め、オークション共済規程を制定する。 

２．第１７条２項の検査員の認定のため、オー

クション検査員規程を制定する。 

３．第１６条の善良な管理者としての義務を果

たすため、オークション保険の制度を含ん

だオークション分担金運営規程を制定す

る。 

 

第３８条 経過規程 

１．中商連の地区連絡協議会（ブロック）およ

び商組支部が開催するオークションにお

いては、その協議会および支部をこの規

第５章 雑 則 
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約上の商組と見なす。 

２．この規約においては、中商連の地区連絡協

議会が定めるブロック規約をその地区の

商組の定める商組規約と見なす。 

 

第３９条 改 正 

この規約を改正するには、中商連の流通委

員会の答申に基づき、中商連の総会で可決さ

れることを要する。 

 

第４０条 附 則 

この規約は、平成２年１０月１日から施行

する。 

 

 

附 則（平成５年５月２７日改正） 

1．第２０条（落札自動車の引渡しと落札者の検収義

務）の変更規定は、平成５年６月１日より実施す

る。 

 

附 則（平成８年５月３０日改正） 

1．第４条（参加資格等）、第３７条（規程の制定）の

変更規定は平成８年６月１日より実施する。 

 

附 則（平成１１年５月２７日改正） 

1．第２０条（落札自動車の引渡しと落札者の検収義

務）の変更規定は、平成１１年４月１日より実施

する。 

 

附 則（平成１７年５月２６日改正） 

1．第９条（個人情報等の保護）、第３条（オークショ

ン運営会社への適用）の規定および第１６条（商

組の保管義務）の変更規定は、平成１７年６月１

日より実施する。 

 

附 則（平成１８年５月２５日改正） 

１．第１９条「商談」、第２１条３項「商組の代金立

替払」および第１３条「取引条件等の設定」の規

 

 

 

 

 

第２６条 改 正 

  この運営規程の改正は、中商連の流通委員

会の答申に基づき、中商連の理事長が行う。 

 

 

第２７条 施 行 

この運営規程は平成２年１０月１日から

施行する。 

 

 

附 則（平成７年１月２６日改正） 

１．第２０条（クレーム申立期間、別表Ⅴ）の変更規

定は、平成７年６月１日より実施する。 

 

附 則（平成８年５月３０日改正） 

１．第６条（出品自動車に関する用語②号別表Ⅱ「修

復歴車」）、第４条（メンバーカード）の変更規定

は、平成８年６月１日より実施する。 

 

附 則（平成１３年６月改正） 

１．第９条２項～５項（出品申込書の記入）、第２０条

１項（別表Ⅴクレーム申立期間）、第２２条２項（別

表Ⅵクレームに対する裁定基準）、第２４条２項

（別表Ⅶ制裁裁定の基準）の変更規定は、平成１

３年６月１日より実施する。 

 

附 則（平成１７年１月２７日改正） 

１．第９条３項、４項（出品申込書の記入）、第２０条

１項（別表Ⅴクレーム申立期間）、第２４条２項（別

表Ⅶ制裁裁定の基準）の変更規定は、平成１７年

４月１日より実施する。 

 

附 則（平成１８年１月２６日改正） 
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定は、平成１８年２月１日より実施する。 

 ２．第１０条④号「定義（自動車税等）」の変更規定は、

平成１８年４月１日より実施する。 

 

附 則（平成２０年５月２９日全面改正） 

1．平成２１年１月１日より実施する。 

 

附 則（平成２３年６月２日改正） 

1．第２条３項「この規約の効力」、第２２条２項、４

項「落札者の代金決済」、第２３条１項、４項「書

類の交付」および第３１条「立替払い金の請求」

の変更規定は、平成２４年１月１日より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．第２０条「クレーム申立期間」1項別表Ⅴの規定

は、平成１８年２月１日より実施する。 

 

附 則（平成２０年５月２９日全面改正） 

１．平成２１年１月１日より実施する。 

 

附 則（平成２４年１月２６日改正） 

１．第２０条「クレーム申立期間」1 項別表Ⅴの変更

規定は、平成２４年４月１日より実施する。 
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